
住まい　hause 子育て　child rearing

交　通　traffic 

■住宅改修（リフォーム）補助金【商工課】

住宅改修工事を市内施工業者に依頼する費用を補助します。 
▼補助率 工事費の 5％（上限 10 万円）

■空き家・空き地バンク【環境課】

市ホームページに空き地・空き家バンクの情報（販売・賃貸）を掲載しています。

■住宅用再生可能エネルギー設備等（太陽光・蓄電池）設置補助金【環境課】

太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電池の設置費用を補助します。 
▼太陽光発電システム：太陽電池の最大出力に 2 万円を乗じた額（上限 5 万円） 
▼定置用リチウムイオン蓄電池：一律 5 万円

■創業支援事業補助金【商工課】

市内で新たに創業する場合、創業に要する経費の一部（事業所等改装費、備品購入費、広
報費など）を補助します。 
▼補助率 1/2 以内または 2/3 以内（上限 100 万円）

仕　事　work

■創業支援セミナー【商工課】

創業の心構えや必要な手続き、事業計画作成などが見につく講義です。

■女性向け創業支援セミナー【商工課】

好きなことや趣味・特技などを仕事とする知識を学び、参加者同士のコミュニティづくりができます。

■チャレンジショップ【商工課】

商売を始めてみたい方や自分のお店を持ちたい方向けに、お試し出店ができるチャレンジショップ
を開設しています。（利用料：月 5,000 円、更新後は月 10,000 円）

■商店街空き店舗対策モデル事業補助金【商工課】

商店街への出店を希望する方、所有する空き店舗を出店用として提供したい方を対象に、賃
借料や改装費用等を補助します。 
▼補助率 1/2（賃借料：上限月 5 万円、改装費等：上限 50 万円または 30 万円）

■農業担い手育成塾【農政課】

市内で営農を目指す方に向けた研修（就農支援）で、生産技術や販売方法の相談、農地の
あっせんなど、総合的な支援が受けられます。

■市民農園【農政課】

土や自然に親しみ、野菜や草花を育て、収穫の喜びを味わえるよう、市民農園「ポケット農園や
まと」を開設しています。（利用料：年 6,000～8,000 円）

■こども家庭センター【こども家庭課】

面接相談や子育て支援サービスの情報提供、児童虐待に関する相談など、すべての妊産婦、子
育て世帯、お子さんに関しての支援を行っています。（平日 8 時 30 分～17 時 15 分）

■病児保育室「はねの家」【児童保育課】 

お子さんが傷病の回復期に至らず、家庭での保育が困難で、当面、病状の急変が認められない
場合、病児保育室で一時的に預かります。平日８時～1８時（1 日あたり 2,000 円）

■地域子育て支援拠点「こどもひろば」【こども家庭課】

就学前のお子さんと保護者が、気軽に集えるひろばです。親子での交流、子育ての不安・悩みの
相談、子育てに関する情報収集などにご利用ください。10 時～16 時（第 3・4 木曜日は変則） 

■子育て支援ヘルパー【社会福祉協議会】

日中、家族などの援助が受けられず、日常生活に支障がある妊産婦のご家族に対し、家事等の
お手伝いをします。（所得に応じて、1 時間あたり 0 円～1,000 円）

■子ども医療費助成制度【こども家庭課】

お子さんの医療費（保険診療分）の自己負担分を助成します。 
▼対象 満 18 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで

■ママパパクラス【こども家庭課】

素敵なママとパパになるための教室。赤ちゃんとママの栄養と歯の講座、お友達作り、妊婦体験や
赤ちゃん人形で沐浴体験もできます。

■あい・あいバス（コミュニティバス）【地域振興課】

▼運行日 毎週月～金曜日 
▼運行区域 市内全域（4 ルート、1 日 4 便ずつ） 
▼運 賃 1 回 200 円

■のりあいタクシー（デマンドタクシー）【地域振興課】

▼運行日時 毎週月～金曜日 8 時～17 時 
▼運行区域 市内全域（約 412 か所の乗降スポットあり） 
▼運 賃  1 回 500 円（片道） 
▼対 象  羽生市に住民登録のある方 

■市営駐車場【財政課】

駅から徒歩 5 分で、通勤や通学に便利な駐車場です。（利用料：1 区画 月 5,000 円）

問合せ こども家庭センター：048-562-1771  商工課：048-560-3111 

    上記以外：羽生市役所 048-561-1121（代表） 
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